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第１章 基本的事項 

 

１ 計画策定の趣旨及び法令の根拠 

 

障害者自立支援法は、障害のある人がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、

もって障害のある人の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格

と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としてい

ます。 

蔵王町障害福祉計画は、障害者自立支援法の目的を踏まえ、障害者自立支援法第88条第1

項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するものであり、国の基本指針に即して、

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるも

のです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

蔵王町においては、障害者基本法第９条第３項に基づき、障害のある人のための施策に関す

る基本的な計画「蔵王町障害者計画」を平成１９年３月に策定しました。 

「蔵王町障害福祉計画」は、「蔵王町障害者計画」に搭載されている施策を推進するための

具体的な数値やサービス等の提供に関する体制づくりを示す実施計画として位置づけられて

います。 

【蔵王町障害者計画・障害福祉計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画 

（障害者基本法） 

障害福祉計画 

（障害者自立支援法）

蔵王町障害者計画・障害福祉計画 

第４期蔵王町 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

蔵王町 

次世代育成支援行動

計画 

第四次蔵王町長期総合計画 

憧れの町まち、蔵王をめざして 

健康ざおう 

２１プラン 



 

２ 

 

３ 計画の期間 

 

障害者福祉計画は、３ヵ年を第１期として作成することとされており、平成１９年３月に平

成１８年度から平成２０年度を期間とする第１期障害福祉計画を策定し、目標の達成に向けて

計画の効果的な推進に努めてまいりました。 

第２期計画は、平成２１年度から平成２３年度までの３ヵ年とし、国から示された基本指針

及び第１期計画の進捗状況等を踏まえ策定するものです。 

 

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

      

 

４ 計画の基本理念 

 

この計画では、蔵王町障害者計画で掲げている「障害のある人が社会の一員として、住み慣

れた地域で自立し、誇りをもって生活できる蔵王町」を基本方針とし、次の３つの事項に配慮

し計画を策定します。 

 

障害のある人が社会の一員として、住み慣れた地域で自立し、 

誇りをもって生活できる蔵王町 

 

  ① 社会の一員として生きることができるように 

障害の有無、種別、程度に関係なく、同じ町民として当たり前のことは当たり前のこと

とした生活ができる町にします。 

 

② 住み慣れた地域で自立して生きることができるように 

障害の有無、種別、程度に関係なく、自分らしい生活を、自ら選択し、自ら決定し生活

できる町にします。 

 

③ 誇りをもって生きることができるように 

障害の有無、種別、程度に関係なく、自らの生活に自信を持って過ごすことができる町

にします。 

蔵王町障害者計画 

蔵王町障害福祉計画（第１期） 蔵王町障害福祉計画（第２期）



 

３ 

 

５ 計画策定における留意点 

 

第２期障害福祉計画の策定に当っては、第１期障害福祉計画の数値目標を基本的に変更しな

いことと示されておりますが、現状把握・分析に基づいて適宜修正するとともに、障害のある

人のニーズに対応したサービス量を見込むことが必要です。 

さらに、第１期計画からの計画内容の主な留意点としては、宮城県障害福祉計画に係わる部

分も含め、次のように項目が示されており、策定にあたって留意するものとします。 

 

  ① 障害保健福祉圏域単位を標準としたサービス基盤整備の促進等に関する事項 

    障害のある人の地域移行等に対する取り組みが立ち後れている市町村においては、障害保

健福祉圏域単位を標準として、サービス供給体制の見通しを明らかにするとともに、基盤整

備等を行うことが必要。とともに、当該サービスに必要となる事業所にかかる整備計画を策

定する。 

 

  ② 障害のある人の地域生活への移行の一層の促進に関する事項 

    「精神障害者地域移行支援特別対策事業」での取り組みを障害福祉計画上位置づけること

等により、精神障害のある人の地域生活への移行を促進する。 

 

  ③ 相談支援体制の充実・強化に関する事項 

    相談支援体制の充実・強化を図るため、地域自立支援協議会の具体的な機能や在り方につ

いて、障害福祉計画において明確化する。 

 

  ④ 一般就労への移行支援の強化に関する事項 

    障害のある人の一般就労への移行を一層促進するため、障害のある人に対して、一般就労

や雇用支援策に関する理解の促進を図るとともに、一般就労への円滑な移行のため、工賃倍

増5か年計画等を障害福祉計画において明確化する。 

 

  ⑤ 虐待防止に対する取り組みの強化に関する事項 

    虐待防止に関する取り組みを一層強化する必要がある。 

 

  ⑥ サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項 

サービス見込量については、過去の実績から機械的に見込むのではなく、障害のある人の

ニーズやその動向を踏まえて見込む必要がある。 

 

  ⑦ 地域生活支援事業に関する事項 

    必須事業の未実施市町村の事業化へ向けた計画等を障害福祉計画において明確化する。 

 



 

４ 

 

６ 障害のある人の現状 

 

① 身体障害のある人の状況 

身体障害のある人（身体障害者手帳所持者数）は、平成 20年 3月 31 日現在、575 人

となっています。平成15年度と比較すると59人の増加で、この間、年平均15人近くの

増加傾向が続いています。 

障害別では、「肢体不自由」が321人と最も多く、全体の55.8％を占めます。次いで「内

部障害」（心臓障害、じん臓障害、呼吸器障害、ぼうこう・直腸、小腸障害など）が149人

で全体の 25.9％を占めます。このほか、「聴覚・平衡機能障害」が 53 人、「視覚障害」が

41人、「音性・言語・そしゃく機能障害」が11人という状況です。 

等級別の構成では、「1 級」が 148 人、「2 級」が 98 人で、1・2 級の重度障害のある

人の割合は、全体の42.8％となっております。 

 

② 知的障害のある人の状況 

知的障害のある人（療育手帳所持者数）は、平成20年 3月 31日現在で、121人となっ

ています。平成15年度と比較すると、53人の増加となります。 

障害等級別の構成では、「Ａ」が５６人、「Ｂ」が 65 人となっています。構成割合では、

「Ａ」が約46％、「Ｂ」が約54％と、平成15年度からほぼ同程度で推移している状況で

す。 

 

③ 精神障害のある人の状況 

精神障害のある人（精神障害者保健福祉手帳所持者数）は、平成20年 3月 31日現在で

32人となっています。平成15年度と比較すると同数で推移しております。 

障害等級別では、平成 20年 3月 31日現在で、「1級」が 9人、「2級」が 20人、「3

級」が3人の状況となっています。 

また、自立支援医療（精神通院医療）受給者の推移では、平成 15 年度の 69 人に比べ、

平成16年度では145人と 76人が一時的に増加しましたが、平成17年度以降は約110

人程度で推移している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 

 

◇障害別内訳（手帳所持者数）                         （人） 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

身  体 ５１６ ５４７ ５５９ ５５９ ５７５

知  的 ６８ ７６ １１１ １２０ １２１

精  神 ３２ ３８ ３８ ３４ ３２

合  計 ６１６ ６６１ ７０８ ７１３ ７２８

（各年度末現在） 

◇身体障害のある人（障害種別）                        （人） 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

視  覚 ３９ ４０ ３５ ３９ ４１

聴覚・平衡 ５３ ６０ ５８ ５４ ５３

音性・言語 ６ ６ ４ １０ １１

肢体不自由 ２９１ ３０７ ３１３ ３０６ ３２１

内  部 １２７ １３４ １４９ １５０ １４９

合  計 ５１６ ５４７ ５５９ ５５９ ５７５

（各年度末現在） 

◇身体障害のある人（等級別）                         （人） 

 視覚障害 聴覚・平衡 音性・言語 肢体不自由 内部障害 計 

１ 級 １４ １ ３ ４４ ８６ １４８

２ 級 １３ １５ ２ ６６ ２ ９８

３ 級 ３ ８ ５ ５０ ３３ ９９

４ 級 １ １３ １ ９２ ２８ １３５

５ 級 ６ ０ ０ ５２ ０ ５８

６ 級 ４ １６ ０ １７ ０ ３７

合 計 ４１ ５３ １１ ３２１ １４９ ５７５

（平成 19年度末現在） 

◇知的障害のある人（等級別）                         （人） 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

Ａ ３２ ３５ ５２ ５７ ５６

Ｂ ３６ ４１ ５９ ６３ ６５

合 計 ６８ ７６ １１１ １２０ １２１

（各年度末現在） 

◇精神障害のある人（精神障害者保健福祉手帳所持者数）             （人） 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

蔵王町 ３２ ３８ ３８ ３４ ３２

（各年度末現在） 

◇精神障害者医療費公費負担受給者                       （人） 

 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

蔵王町 ６９ １４５ １１１ １０８ １１０

（各年度末現在） 



 

６ 

 

７ 障害程度区分と支給決定の状況及び受給者証の所持者数 

 

① 障害程度区分別の認定者数 

障害自立支援法の施行により、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、サービ

スの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明

らかにするために、障害のある人の心身の状態を総合的に表する「障害程度区分」の制度が

導入されています。 

この障害程度区分による認定動向をみると、障害福祉サービスを利用するにあたり障害程

度区分の認定を受けた方は、新体系が始まった平成18年 10月 1日現在では、26人でし

たが、平成21年 2月では、44人と約1.7 倍に増加しております。 

障害程度区分別では「区分 2」が 12人、「区分 3」が 8人であり、全体の約５割を、こ

の層が占める構成となっております。 

障害種別にみると、知的障害のある人の認定者が多く、27 人で全体の 61％を占め、身

体障害のある人は12人、精神障害のある人は5人という状況です。 

◇障害程度区分認定者数                         （人） 

 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 合 計 

身 体 ２ ２ １ １ ２ ４ １２

知 的 ２ ９ ６ ４ ４ ２ ２７

精 神 ３ １ １ ０ ０ ０ ５

合 計 ７ １２ ８ ５ ６ ６ ４４

（平成 21 年 2月 28 日現在） 

② 障害のある児童の障害程度区分の状況 

障害のある児童については、障害の種類や程度の把握のために、5領域 10項目の調査を

行い、それに基づき障害児程度区分を決定し、サービスを支給しております。 

◇障害のある児童の障害程度区分別数                   （人） 

 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 合 計 

児 童 １ ０ ０ ０ １ ０ ２

（平成 21 年 2月 28 日現在） 

③ 障害福祉サービス及び自立支援医療受給者証の所持者数 

受給者証の所持者数は、障害福祉サービス（介護給付、訓練等給付）と自立支援医療とあ

わせて、平成21年 2月では227人（重複あり）となっています。障害福祉サービスの受

給者証の所持者数は、82 人で、障害種別で知的障害者が 55 人で 67％となっています。

自立支援医療受給者証の所持者数は、145 人で、障害種別では、身体障害者 32 人、精神

障害者113人という状況です。 

◇受給者証の所持者数                          （人） 

 障害福祉サービス受給者 自立支援医療 合 計 

身 体 １９ ３２ ５１

知 的 ５５ ０ ５５

精 神 ５ １１３ １１８

児 童 ３ ０ ３

合 計 ８２ １４５ ２２７

（平成 21 年 2月 28 日現在） 
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第２章 平成２３年度の目標値の設定 

 

障害のある人等の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応

するため、現行の福祉サービス体系への移行を完了する平成23年度を目標年度として、次に

掲げる事項について、数値目標を設定します。 

なお、本計画においては、国及び宮城県の基本指針で設定した数値目標に基づき数値目標を

設定します。 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

【国の基本指針】 

平成 23年度末までに、第1期障害福祉計画作成時点の施設入所者数の1割以上が地域生活に移

行することを目指すとともに、平成 23 年度末時点の施設入所者数を 7％以上削減することを基本

としつつ、地域の実情に応じた目標を設定する。 

平成 21年 2月現在の地域生活移行者は 2人となっています。第 1期計画策定時に見込ん

だ 5 人の削減目標が達成されていないため、引き続き第 1 期計画の目標値の達成に向けて取

り組むものとします。 

〔施設入所者の地域生活への移行・目標値〕 

項 目 数 値 備 考 

施設入所者数 

（第１期計画策定時点） 
２８人 平成 17 年 10 月 1 日現在の入所者数 

【実績値】 ２人 平成 21 年 2月 28 日現在の地域移行者数 

【目標値】 

地域生活移行目標数 

５人

１８％

施設入所からグループホーム、ケアホーム等へ地域移行見込者数 

地域生活移行目標数／施設入所者数（％） 

【目標値】 

入所者数の削減目標数 

３人

１１％

平成 23 年度末段階での削減見込数 

入所者数の削減目標数／施設入所者数（％） 

 

２ 入院中の精神障害のある人の地域生活への移行 

【国の基本指針】 

平成 24 年度までに、精神科病院の入院患者のうち「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害

者」の解消を目指し、平成23年度における退院可能精神障害者数の減少目標値を設定する。 

また、県では市町村と協働して「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を実施して、退院可能

精神障害者の地域生活への移行を促進する。 

現在の退院可能な精神に障害のある人10人について、平成23年度末までに3人が地域で

暮らすことを目指します。 

〔入院中の退院可能な精神障害のある人の減少目標値〕 

項 目 数 値 備 考 

現 在 １０人 現在の退院可能な精神障害のある人の人数 

【目標値】 

地域生活移行目標数 
３人 上記のうち、平成 23 年度末までに減少を目指す人数 
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３ 福祉施設から一般就労への移行 

【国の基本指針】 

第 1 期障害福祉計画作成時点の一般就労への移行実績の 4 倍以上とすることを目指し、平成 23

年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成23年度中に一般就労に移行

する人を、現在の4倍以上とすることを目指します。 

平成 23年度までに現時点の福祉施設の利用者のうち、2割以上の人が就労移行支援事業を

利用することを目指します。さらに、平成23年度末において、就労継続支援事業の利用者の

うち、3割はＡ型を利用することを目指します。 

また、県では「工賃倍増５ヵ年計画」を策定しており、福祉施設等における障害のある人の

雇用の確保や官公需に係る福祉施設の受注機会（物品の購入、役務の提供など）の拡大につい

て一層の推進を図ります。 

〔福祉施設から一般就労への移行・目標値〕 

項 目 数 値 備 考 

現在の年間 

一般就労移行者数 
０人 平成 17 年度において施設を退所し、一般就労した人の人数 

【目標値】 

目標年度の年間 

一般就労移行者数 

１人 平成 23 年度において施設を退所し、一般就労する人の人数 
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第３章 障害福祉サービス及び指定相談支援の見込量及び見込量確保 

のための方策について 

 

１ 訪問系サービス 

  訪問系サービスには、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の各サー

ビスがあります。 

 

  ○居宅介護（ホームヘルプ） 

   自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。 

  ○重度訪問介護 

   重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外

出時の移動中の介護を総合的に提供します。 

  ○行動援護 

   自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護や外

出時の移動中の介護等を提供します。 

  ○重度障害者等包括支援 

   常時介護を必要とする障害のある人に対して、介護の必要度が著しく高い場合に、居宅介護

等を包括的に提供します。 

 

【サービスの利用状況】 

  訪問系サービスの利用については年々伸びていることから、平成19年度までの実績等をも

とに下記のとおり見込量を設定します。 

 

 □居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（時間／月） ６１ ７７ １４２ １５０ １５７ １６４

実利用人数（人／月） ８ １０ １１ １１ １２ １３

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

増加が見込まれる訪問系サービスについては、必要とされるサービス量の提供体制の確保の

ために、ヘルパー等の担い手の育成を事業者に働きかけるとともに、介護保険制度における

サービス提供事業者に対しての新規の参入を働きかけていくことに努めます。 
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２ 日中活動系サービス 

日中活動系サービスには、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、

児童デイサービス、短期入所の各サービスがあります。 

 

①生活介護 

常時介護を必要とする障害のある人で、主に昼間に障害者支援施設で入浴、排せつ、食事の

介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

   常時介護の支援が必要な人で、障害程度が区分3以上、50歳以上の場合は区分2以上の人

が対象となります。また、障害者支援施設に入所する場合は、区分4以上、50歳以上の場合

は、区分3以上の人が対象となります。 

 

【サービスの利用状況】 

  旧体系施設の入所施設や通所施設からの新体系サービスへ移行する事業所の移行予定と平

成19年度までの実績を考慮して、下記のとおり見込量を設定します。 

 

 □生活介護サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ２１ ２９ ４３ ８８ ８８ １９８

実利用人数（人／月） １ １ ２ ４ ４ ９

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

生活介護事業所の確保を目指し、既存施設の新体系サービスへの円滑な移行を促進します。 

 

②自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で、身体能力、生活能力の維持、向上等のため、理学療法や作業療法等の

身体的リハビリテーションや歩行訓練を提供します。 

 

【サービスの利用状況】 

  第１期計画において目標値を見込んでおらずに、実績が上がらなかったため、第１期計画同

様に目標値を見込まないこととしました。 

 

 □自立訓練（機能訓練）サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ０ ０ ０ ０ ０ ０

実利用人数（人／月） ０ ０ ０ ０ ０ ０
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③自立訓練（生活訓練） 

知的障害、精神障害のある人の生活能力の維持、向上等のため、食事や家事など日常生活能

力を向上するための訓練を提供します。 

 

【サービスの利用状況】 

  第 1 期計画において目標値を見込んでおらずに、実績が上がらなかったため、第 1 期計画

同様に目標値を見込まないこととしました。 

 

 □自立訓練（生活訓練）サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ０ ０ ０ ０ ０ ０

実利用人数（人／月） ０ ０ ０ ０ ０ ０

（実績見込） 

④就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する障害のある人に対して、一定期間においては就労に必要な知

識及び能力向上のために必要な訓練を行います。 

 

【サービスの利用状況】 

  第 1期計画において利用者を見込んでおりませんでしたが、旧制度事業所の移行に伴い、平

成20年度から利用がみられ、今後も利用が増加していくものと想定し、下記のとおり見込量

を設定します。 

 

 □就労移行支援サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ０ ０ ２１ ６６ ８８ １１０

実利用人数（人／月） ０ ０ １ ３ ４ ５

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

各年度のサービスの必要量が確保されるよう、就労移行支援事業所を確保する必要があり、

関係機関と調整、連携し、当該サービスへの参入や移行を促進し、必要なサービスを提供でき

る体制を目指します。 
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⑤就労継続支援（Ａ型）雇用型 

就労移行支援事業等を利用したものの、一般企業の雇用に結びつかなかった人等に対して、

雇用契約等に基づく就労機会を提供したり、一般就労に必要な知識、能力が高まった人につい

ては、一般就労への移行に向けての支援を提供します。 

 

【サービスの利用状況及び見込量確保のための方策】 

  第 1期計画において利用を見込んでおらずに、実績もありませんでした。事業所の確保が見

込まれないため、第2期計画においても目標値を見込んでいませんが、利用ニーズの把握に努

め、適切な対応を図っていきます。 

 

 □就労継続支援（Ａ型）サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ０ ０ ０ ０ ０ ０

実利用人数（人／月） ０ ０ ０ ０ ０ ０

（実績見込） 

⑥就労継続支援（Ｂ型）非雇用型 

就労移行支援事業等を利用したものの、一般企業の雇用に結びつかなかった人や一定年齢に

達している人等に対して、雇用契約を結ばない就労機会等を提供したり、知識、能力が高まっ

た人については、就労への移行に向けての支援を提供します。 

 

【サービスの利用状況】 

  事業所が旧制度から移行するケースが多くみられたことから、利用者数が目標値を上回り、

今後もサービス量、サービス利用人数とともに増加傾向にあることから、利用が増加していく

ものと想定し、下記のとおり見込量を設定します。 

 

 □就労継続支援（Ｂ型）サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ３１ ９２ ３１４ ３７４ ３９６ ４１８

実利用人数（人／月） １ ５ １５ １７ １８ １９

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

各年度のサービスの必要量が確保されるよう、就労継続支援（Ｂ型）事業所を確保する必要

があり、当該サービスへの参入や移行を促進し、必要なサービスを提供できる体制を目指しま

す。 
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⑦療養介護 

医療と常時介護を必要とする障害程度区分が5以上の重度の障害者がある人に対して、主に

昼間に病院や施設で機能訓練、療育上の管理、看護、医学的管理の下、介護や日常生活上の世

話等を提供します。 

 

【サービスの利用状況及び見込量確保のための方策】 

  第 1 期計画において 1名の利用者を見込んでいたが、利用はありませんでした。第 2期計

画においても療養介護対象者の利用者がいるものと想定して、下記のとおり見込量を設定しま

す。 

 

 □療養介護サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用人数（人／月） ０ ０ ０ １ １ １

（実績見込） 

⑧児童デイサービス 

障害のある児童に対して、肢体不自由施設等に通って、日常生活における基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練等を提供します。 

 

【サービスの利用状況】 

  平成１９年度より１名の児童が利用しており、今後も利用が見込まれることから下記のとお

り見込量を設定します。 

 

 □児童デイサービス・サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） ０ ２ １５ １６ １６ １６

実利用人数（人／月） ０ １ １ １ １ １

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

今後も事業者に適切な指導や運営面での支援を行い、サービスの充実に努めます。 
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⑨短期入所（ショートステイ） 

居宅で介護を行う人が疾病等で介護ができない場合に、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、

排せつ、食事の介護等を提供します。 

 

【サービスの利用状況】 

第 1期計画の目標値を下回る結果となっており利用者は横ばいです。今後、利用者が増加す

ることを想定し、下記のとおり見込量を設定します。 

 

 □短期入所サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利 用 量（人日／月） １４ ２２ ２２ ２８ ５６ ８４

実利用人数（人／月） １ １ １ ２ ４ ６

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

今後も受け入れ施設の確保及び緊急時における受け入れ体制の充実に努め、適切なサービス

提供を図ります。 
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３ 居宅系サービス 

居宅系サービスには、共同生活援助（グループホーム）、共同生活介護（ケアホーム）、施設

入所支援の各サービスがあります。 

 

①共同生活援助（グループホーム） 

日中、就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障害、精神障害の人に対して、

主として夜間において、共同生活を行う住居で、相談その他日常生活上の援助を行います。 

 

  ②共同生活介護（ケアホーム） 

日中、就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障害、精神障害の人に対して、

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、又は食事の介護を行います。 

 

【サービスの利用状況】 

第 1期計画の利用者数については、ほぼ見込みどおりの人数となっております。利用実績か

ら今後も緩やかに増加していくものと想定し、下記のとおり見込量を設定します。 

 

 □共同生活援助・共同生活介護サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用人数（人／月） １２ １３ １４ １６ １８ ２０

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

今後も需要の増加が見込まれることから、社会福祉法人等に対してグループホーム、ケア

ホームの新規開設を促し、必要なサービスを提供できる体制を推進します。 

 

③施設入所支援 

施設に入所している障害のある人に対して、主に夜間に入浴、排せつ、食事の介護等を提供

します。 

 

【サービスの利用状況及び見込量確保のための方策】 

第 1期計画の利用者数については、ほぼ見込みどおりの人数となっております。今後も旧法

施設の移行計画等を勘案し、下記のとおり見込量を設定します。 

 

 □施設入所支援サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用人数（人／月） ０ １ １ ３ ３ ８



 

１６ 

 

４ 指定相談支援 

 

○指定相談支援（サービス利用計画作成） 

利用者及び家族の希望や置かれている状況等を踏まえ、福祉サービス等の利用に関する計画

（サ-ビス利用計画）を作成するとともに、各サービスの実施状況を把握し、福祉サービス事

業者等と連絡調整を行う事業です。サービス利用計画の作成やその後の相談、支援は主に相談

支援専門員が行います。 

 

【サービスの利用状況及び見込量確保のための方策】 

第 1期計画期間において利用を見込んでいましたが、実績はありませんでした。事業所の確

保が見込まれないため、第 2 期計画においても目標値を下記のとおり見込みましたが、利用

ニーズの把握に努め、適切な対応を図っていきます。 

 

 □指定相談支援サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用人数（人／月） ０ ０ ０ １ １ １

（実績見込） 
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□障害福祉計画のサービス見込量 集計表 

新体系サービス                        （１月当たりの見込量） 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 単位 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

利用量 時間分 ６１ ７７ １４２ １５０ １５７ １６４
居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 実利用人数 人分 ８ １０ １１ １１ １２ １３

利用量 人日分 ２１ ２９ ４３ ８８ ８８ １９８
生活介護 

実利用人数 人分 １ １ ２ ４ ４ ９

利用量 人日分 ０ ０ ０ ０ ０ ０
自立訓練（機能訓練）

実利用人数 人分 ０ ０ ０ ０ ０ ０

利用量 人日分 ０ ０ ０ ０ ０ ０
自立訓練（生活訓練）

実利用人数 人分 ０ ０ ０ ０ ０ ０

利用量 人日分 ０ ０ ２１ ６６ ８８ １１０
就労移行支援 

実利用人数 人分 ０ ０ １ ３ ４ ５

利用量 人日分 ０ ０ ０ ０ ０ ０
就労継続支援（Ａ型）

実利用人数 人分 ０ ０ ０ ０ ０ ０

利用量 人日分 ３１ ９２ ３１４ ３７４ ３９６ ４１８
就労継続支援（Ｂ型）

実利用人数 人分 １ ５ １５ １７ １８ １９

療養介護 実利用人数 人分 ０ ０ ０ １ １ １

利用量 人日分 ０ ２ １５ １６ １６ １６
児童デイサービス 

実利用人数 人分 ０ １ １ １ １ １

利用量 人日分 １４ ２２ ２２ ２８ ５６ ８４
短期入所 

実利用人数 人分 １ １ １ ２ ４ ６

共同生活援助 

共同生活介護 
実利用人数 人分 １２ １３ １４ １６ １８ ２０

施設入所支援 実利用人数 人分 ０ １ １ ３ ３ ８

指定相談支援 実利用人数 人分 ０ ０ ０ １ １ １

旧体系サービス                        （１月当たりの見込量） 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 単位 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

日中活動系 

利用量 人日分 ７６７ ６７９ ６５８ ４６２ ４６２ ３３０
旧入所サービス 

実利用人数 人分 ２５ ２３ ２２ ２１ ２１ １５

利用量 人日分 ５４５ ４７１ １７７ １９８ １９８ １７６
 

旧通所サービス 
実利用人数 人分 ２６ ２５ ９ ９ ９ ８

居住系 

 旧入所サービス 実利用人数 人分 ２５ ２３ ２２ ２１ ２１ １５



 

１８ 

 

第４章 地域生活支援事業の見込量及び見込量確保のため 

の方策について 

 

地域生活支援事業 

障害のある人が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域の特性や利用者の

状況に応じて柔軟に実施することにより、障害のある人やその保護者等の福祉の増進を図りま

す。地域生活支援事業には、5 つの必須事業（相談支援事業、コミュニケーション支援事業、

日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター）とその他の任意事業（更生

訓練費給付事業、日中一時支援事業）があり、本町では次に掲げる事業を実施しています。 

 

１ 相談支援事業 

障害のある人やその介護を行う人からの相談に応じ、必要な情報の提供、権利擁護のために

必要な援助を行い、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支

援するものです。 

 

【現状と実績】 

障害者相談支援事業については、平成20年度に事業所が1箇所減少しています。相談支援

事業は「県南生活サポートセンター アサンテ」に委託しております。 

地域自立支援協議会については、平成20年度に仙南圏域において設置し、相談支援体制な

どの強化に向けた「仙南地域自立支援協議会」を設立し協議を開始いたしました。 

 

 □相談支援事業サービス見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

障害者相談支援事業 ２ ２ １ １ １ １
実施箇所数 

地域自立支援協議会 広域圏１ 広域圏１ 広域圏１ 広域圏１

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

相談支援事業の推進に当っては、現在委託している事業者と連携して継続的に実施し、事業

の充実を図ります。 

仙南圏域において協同で設置している「仙南地域自立支援協議会」で、地域における支援体

制の問題点や課題等をもとに、障害のある人を相談支援するネットワークの充実を図るために、

労働部会及び措置部会の二つの部会による協議等を行います。 

また、障害のある人に対する虐待の早期発見、権利擁護の推進のため、相談支援事業所、自

立支援協議会及び関係機関の連携により、障害のある人に対する虐待の未然防止等に努めます。 
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２ コミュニケーション支援事業 

意思疎通を図ることに支障がある障害のある人に対して、手話通訳者、要約筆記者を派遣す

る事業を実施し、他者との意思疎通の仲介を行います。 

 

【現状と実績】 

コミュニケーション支援事業については、2名の方が利用し、今後も継続的に利用が見込ま

れます。事業所は「宮城県ろうあ協会」に委託しております。 

 

□コミュニケーション支援事業の実績値と見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利用人数（人／年） １ １ ２ ２ ２ ２

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

サービスを提供する手話通訳者、要約筆記者等の人材確保が重要であり、サービスに必要な

人材育成を支援するほか、効果的、効率的な運用やサービスの提供を図ります。 

 

３ 日常生活用具給付等事業 

重度の身体障害、知的障害、精神障害のある人に対して、日常生活が円滑に行われるように、

日常生活用具を給付又は貸与し、自立した生活を促進します。 

 

【現状と実績】 

障害者自立支援法の施行に伴い、ストマ用装具等の排泄管理支援用具が捕装具から日常生活

用具としての取扱いになったことにより、平成 19年度からの利用が大幅に増加しています。 

 

□日常生活用具給付等事業の実績値と見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

日常生活用具給付等事業 （件数／年） ３３ ７９ ７３ ７６ ７８ ８１

介護・訓練支援用具 ２ １ １ １ １ １

自立生活支援用具 ２ ０ ０ １ １ ２

在宅療養等支援用具 ０ １ １ １ １ １

情報・意思疎通支援用具 ３ １ １ ２ ２ ２

排泄管理支援用具 ２６ ７６ ７０ ７０ ７２ ７４

 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） ０ ０ ０ １ １ １

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

用具の機能や性能の向上に合わせ、給付品目の見直しを定期的に行うなど、事業の拡充に努

め、利用者の日常生活の便宜を図ります。 



 

２０ 

 

４ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害のある人等に対して、生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社

会参加のための外出の際に、移動を支援します。 

 

【現状と実績】 

移動支援事業については、利用者、利用時間ともに増加傾向にあります。移動支援事業は「白

石陽光園ホームヘルプステーション ぽかぽか」に委託しております。 

 

□移動支援事業の実績値と見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

延利用量（時間／年） １２ ６２ ３４０ ３４０ ４００ ４４０

利用人数（人／月） ２ ２ ６ ６ ７ ８

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

障害のある人が、社会の様々な分野に積極的に参加し、生きがいを持って生活できるよう、

利用者の状況に応じた柔軟なサービスの提供ができるよう今後も移動支援の充実に努めます。 

 

５ 地域活動支援センター 

創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行い、雇用、勤労が困難な在宅障害

者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 

 

□地域活動支援センターの実績値と見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実施箇所数 ０ ０ ０ ０ ０ １

利用人数（人／月） ０ ０ ０ ０ ０ １０

（実績見込） 

【見込量確保のための方策】 

地域活動支援センターは、障害のある人の創作的活動や生産活動の場、日中の生活の場、あ

るいは社会復帰の拠点としての機能を有していることから、事業実施に向けて福祉施設や関係

機関と連携し実施体制の確保に努めます。 

 

 

 

 

 



 

２１ 

 

６ 更生訓練費給付事業 

身体障害者更生施設又は授産施設における更生訓練を行い、社会復帰の促進を図るため、更

生訓練を完了した身体障害のある人に対し、更生訓練費の支給を行います。 

 

【現状と実績及び見込量確保のための方策】 

更生訓練費給付事業については、事業所が新体系サービスに移行し、利用者が減少しており

ますが、利用等の動向を踏まえながらサービスの提供に努めます。 

 

□厚生訓練費給付事業の実績値と見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利用人数（人／月） ２ １ １ １ １ １

（実績見込） 

７ 日中一時支援事業 

日中において介護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な人に、日中における活

動の場を提供するものです。 

 

【現状と実績及び見込量確保のための方策】 

日中一時支援事業については、利用者、利用時間ともに増加傾向にあります。日中一時支援

事業は「白石陽光園地域生活援助センター ポレポレ」に委託しております。 

 

□日中一時支援事業の実績値と見込量 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

延利用量（時間／年） ４１２ ３５５ ４９０ ５６０ ６５０ ７４０

利用人数（人／月） ３ ３ ３ ４ ５ ６

（実績見込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２２ 

 

□地域生活支援事業のサービス見込量 集計表 

必須事業 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 単位 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

相談支援事業  ２ ２ １ １ １ １

障害者相談支援事業 箇所 ２ ２ １ １ １ １

 
地域自立支援協議会 箇所 広域圏１ 広域圏１ 広域圏１ 広域圏１

コミュニケーション支援事業 人／年 １ １ ２ ２ ２ ２

日常生活用具給付等事業 件数／年 ３３ ７９ ７３ ７６ ７８ ８１

介護・訓練支援用具 件数／年 ２ １ １ １ １ １

自立生活支援用具 件数／年 ２ ０ ０ １ １ ２

在宅療養等支援用具 件数／年 ０ １ １ １ １ １

情報・意思疎通支援用具 件数／年 ３ １ １ ２ ２ ２

排泄管理支援用具 件数／年 ２６ ７６ ７０ ７０ ７２ ７４

 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件数／年 ０ ０ ０ １ １ １

時間／年 １２ ６２ ３４０ ３４０ ４００ ４４０

移動支援事業 
人／月 ２ ２ ６ ６ ７ ８

箇所 ０ ０ ０ ０ １ １

地域活動支援センター 
人／月 ０ ０ ０ ０ １０ １１

任意事業 

第１期 実績値 第２期 目標値 
区  分 単位 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

更生訓練費給付事業 人／月 ２ １ １ １ １ １

時間／年 ４１２ ３５５ ４９０ ５６０ ６５０ ７４０

日中一時支援事業 
人／月 ３ ３ ３ ４ ５ ６

（実績見込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２３ 

 

第５章 計画の推進にあたって 

 

１ 計画の周知 

障害のある人もない人も共に暮らす地域の実現に向けて、障害に関する正しい理解と関心を

さらに高めていく必要があります。 

本計画について、町の広報誌やホームページ等により、町民に対して障害福祉計画の目的や

事業の内容が理解されるよう周知に努めます。 

また、必要とする障害福祉サービスを誰もが適切に利用できるよう、サービス内容や利用手

続き等の情報提供に努めます。 

 

 ２ 県、広域圏との連携 

   障害福祉サービスの提供や就労支援等にあたっては、周辺自治体を含めた県内全域における

調整とネットワーク化が必要となるため、宮城県、仙南圏域の市町との連携を図りながら、計

画を推進していきます。 

また、サービス提供事業者、関係機関、各団体等とも連携を密にし、協働して計画の推進に

努めます。 

 

 ３ 庁内の連携体制 

本計画を推進するにあたっては、障害のある人の就労支援や地域生活への移行支援など、福

祉分野だけでなく、保健・医療をはじめ、人権、産業・雇用、教育、住宅など多様な分野との

連携が必要となります。そのため、関係各課との連携、調整を図りながら計画を推進します。 

 

 ４ 地域での障害者理解を深めるための啓発と地域の力の活用 

   地域の住民や企業に対して、障害に対する正しい知識の普及啓発に努め、障害者理解の促進

を図るとともに、共に生きる社会の実現を目指して地域の力を活用します。 

 

 ５ 計画の評価・点検 

   本計画の評価については、各年度、計画に定める数値目標等の検証を行い、関係機関等への

報告を行うとともに、課題事項については翌年以降の施策実施へと反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 


